
 

 

三重県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防 

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、三重県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例（平成２５年三重県条例第１８号。以下「条例」という。）及び三

重県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準施行規則（平成２５年

三重県規則第６３号。）において規定するもののほか、指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準についての準用） 

第２条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、この要綱に定め

るものを除き、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準につい

て（平成１１年９月１７日老企第２５号。厚生省老人保健福祉局企画課長通知。）の

規定を準用する。 

 

 （その他） 

第３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 


